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4 月は、進学や転居など家庭環境の変化が多い季節です。
あらためて、家庭内での防犯ルールや防犯対策について考え、

防犯力の高い家庭やまちを目指しましょう。

４月に入るといよいよ新学期。
小学生の歩行中の事故は、登下校に不慣れな新学期の４月から、通学に
慣れて緊張感が緩む６月にかけて多く発生します。また、子どもの交通事故
の原因の多くは「飛び出し」です。
保護者やドライバーも交通安全をしっかり意識して、子どもを交通事故か
ら守りましょう。

4月～6月は子どもの
交通事故が増加！

親子で　　クイズに挑戦！

自転車の交通ルールをおさらいしよう

車通りが少ない道でも
左右を確認して横断する。
○か×か。

〈答え〉○
車は急に止まれません。安全
であることを確かめてから渡
りましょう。

　子どもに伝えよう
「止まる」「見る」「待つ」の
習慣が身に付くまで繰り返し
教えましょう。

標語は区内小学生の皆さんに募集したものの
中から一般投票により各部門の最優秀作品を
決定したものです。

（平成29年～令和3年までの５年間の合計）

子どもの視野はこんなに小さい！

詳細はこちら▲
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■補助錠を設置
侵入までに時間や手間が
かかるため、空き巣に侵入
を諦めさせる効果あり。
防犯フィルムを貼れば、
さらに効果アップ！

■センサー付きライトを設置
人の熱や動きを感知す
ると明かりがつきます。
人目につきにくく暗い
場所を狙う空き巣には
効果あり！

■犬の飼い主の皆さん！
　「わんわんパトロール隊」になりませんか？
愛犬との散歩に「わんわんパトロール」の
反射材と腕章を着けて歩くことで参加でき
るボランティアです。
＜登録方法＞
　　 登録用紙（　 からダウン
ロード）に　　　を記入し、
郵送か　、　で申込
（〒244-0003　戸塚町16-17
　 866-8415 　 864-1933
　 to-wanwan@city.yokohama.jp）

■特殊詐欺対策できていますか？
！チェック！
□家の電話は留守番電話設定にしている
□電話で子どもや行政機関などを名乗り、お金の話が出たら
　一度切り、電話番号を確かめてから掛け直している
□電話をしながらATMの操作をしない
□自宅に多額の現金を置かない

4月 5月 6月 7月

ボールが公園の外へ飛んで行っ
たので、急いで取りに行く。
○か×か。

〈答え〉 ×
どんなに急いでいても、車や
自転車が来ていないか確認し
てからボールを取りに行こう！

　子どもに伝えよう
子どもの見えている視野の範
囲は大人よりも狭いです。周
りをよく見て気を付けるよう
に伝えましょう。

車が近づいてきているけど、車が近づいてきているけど、
手を挙げれば気付くよね。
○か×か。

〈答え〉 ×
運転手がスマートフォンな
どを見ながら運転している
かも。安全をしっかり確認
してから渡りましょう。

　子どもに伝えよう
「何が」危険か「なぜ」危険
か伝えましょう。この場合
は「運転手がよそ見をして
いるかもしれないから」と
伝えましょう。
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■戸塚区特殊詐欺対策機器等購入費
　補助金
区では特殊詐欺対策に有効な録音・警告機能が
ある電話機などの購入補助を実施しています。
　区内在住70歳以上
　　４月25日から申込用紙に　　　を記入し、
郵送か直接区役所地域活動係（９階94番窓口）へ
（〒244-0003　戸塚町16-17 　 　866-8415
　 864-1933）
※申込用紙は４月25日から、区役所９階94番窓口、
　区内地区センター、地域ケアプラザで配布

■「こども110番の家」を確認
子どもがつきまといなどの被害に
あった場合、駆け込んで助けを求め
ることができるところです。家や学
校の近くにある「こども110番の家」
を確認しましょう。

小学生の歩行中の月別死者重傷者数（全国）

（出典）令和4年交通安全白書第１章第1節（内閣府）より

反射材は光に反射する
ので、お散歩中の交通
事故も防げます

標語は区内小学生の皆さんに募集したものの中から一般投票により各部門の最優秀作品を決定したものです。
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確認しよう、交通ルール その１

確認しよう、交通ルール その２

自転車に乗る
すべての人が
ヘルメット
をかぶることに
努めなければなりません。
（2023年4月1日より）

ヘルメット非着用時の致
死率は、着用時と比べて約
2.2倍も高くなっています。
（出典）自転車乗用中のヘルメット着
用状況別の致死率　平成29年～令
和３年合計　警察庁より

自転車は原則車道の
「左側」を通行します。

一時停止しなければな
らない場所では必ず自
転車も一時停止しま
しょう。

13歳未満の子どもや、
70歳以上の高齢者な
どは歩道を走行するこ
とができます。

自転車保険に必ず加入
しましょう。

詳細はこちら▶
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